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データサイエンス生命科学研究国際人材育成プログラム 2024年度日本政府奨学金（国費） 

外国人留学生募集要項(案) 
 
１．専攻分野及び募集人員 

(1) 専攻分野・課程： 医歯学総合研究科生命理工医療科学専攻の分野において修士課程及び博

士課程を継続的に履修することを志望するもの 
詳細は下記の分野構成を参照のこと。 
https://www.tmd.ac.jp/faculties/graduate_school/life_science_and_technology/section/ 

(2) 募集人員 ： 3 名 
 
２．出願資格及び条件 

(1) 対 象 ： 大学院レベルの外国人留学生として新たに海外から留学し、成績評価係数が

２.３０以上（満点３.００） であり、受給期間においてもそれを維持する見込みのある 
者。 

（※成績評価係数の算出ができない場合、下記 の「７．応募手続」の推薦状を参照すること) 
 
(3) 国 籍 ： 日本国政府と国交のある国かつ文部科学省が定める重点地域の国（※）のも

のを有すること。ただし、申請時に日本国籍を有する者は、募集の対象とならない。 
（※）重点地域の国一覧については、下記を参照のこと。 
ウェブサイト URL： 
 

(3) 年 齢 ： 2024 年 4 月 1 日現在で満 35 歳未満の者 
(4) 学 歴 ：  

ｲ）学校教育における 16 年の課程を修了した者及び 2024 年 9 月修了見込みの者で、

学士の学位を有するか 2024 年 9 月までに取得見込みの者 
ﾛ）大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学

力があると認めた者 
(5) 健  康 ： 心身ともに健康である者。また、大学における学業に支障がないこと。 
(6) 語  学 ： 以下のいずれかに該当すること。 

① 正規課程への入学時点で英語におけるヨーロッパ言語共通参照枠（CEFR）

の B2 相当以上の資格・検定試験のスコアを有している者。 
（B2 レベルに相当するスコア：TOEFL iBT 72-94、IELTS 5.5-6.5 等） 
② 日本の大学院への入学資格を満たす教育課程を、英語を主要言語として修了

した者。 
③ ①相当以上の英語能力を有していると大学院において判断できる者。 

(7) 渡  日 ： 2024 年 10 月 1 日から同年 10 月 14 日までに必ず渡日出来る者 
（新たに海外から留学してこの日程で渡日出来ることが条件。） 
(8) 査証取得：  渡日前に「留学」の査証を新規取得し、「留学」の在留資格で入国するこ

と。査証は国籍国に所属する在外公館での現地発給とする。既に他の在留資格（「永住

者」、「定住者」等）を有している場合には「留学」に変更の上、新規渡日する必要があ

る。渡日時に「留学」以外の在留資格で入国した場合は、奨学金の支給が取り消される可

能性があることに留意すること。 
（注１）現役軍人又は軍属の資格のまま入学することは出来ない。 
（注２）指定期日までに渡日出来ない者は入学を取り消す。 
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（注３）自国政府や民間団体等他の機関からの奨学金等を受給する者は採用しない。 
（注４）大学卒業見込みで出願した者で、2024 年 9 月 30 日までに卒業出来ない者は、

入学を取り消す。 
（注５）次のいずれかに該当する者は、応募することは出来ない。 
① 2024 年度日本政府（文部科学省）奨学金留学生（大学推薦）に本学以外の日本の大

学から推薦を受けて応募している、又は応募する予定の者。 
② 2024 年度又は 2025 年度日本政府（文部科学省）奨学金留学生（大使館推薦）の募

集に応募している、若しくは応募する予定の者。 
③ 独立行政法人日本学生支援機構が実施する留学生を対象とした支援制度により日本

の大学に留学する予定の者。 
 
３．奨学金支給期間 
留学生である 2024 年 10 月から 2029 年 9 月までの 5 年間。ただし、博士課程での支給は、修

士課程入学後に申請し、認められることが必要 
 
４． 奨学金・旅費・授業料等 

(1) 奨学金 ： 月額 147,000 円（修士課程・2023 年実績）を支給する。 
  但し、留学生が大学を休学又は長期欠席した場合は、原則として支給されない。 
(2) 旅費 

①渡日旅費 ： 渡日する留学生の居住地最寄りの国際空港から成田国際空港又は東京

国際空港（羽田）までの下級航空券を交付する。 
②帰国旅費 ： 奨学金支給期間終了後、所定の期日までに帰国する留学生に対しては、

（本人の申請に基づき）成田国際空港又は東京国際空港（羽田）から当該留学生が

帰着する場所の最寄りの国際空港（留学生が国籍を有する国の空港に限る）までの

下級航空券を交付する。 
（注１）渡日及び帰国の際の保険料は自己負担とする。 
（注２）渡日する留学生の居住地から最寄りの国際空港（留学生が国籍を有する国の空

港に限る）までの旅費、空港使用料、空港税、渡航に要する特別税、日本国内の旅

費等は自己負担とする。） 
③授業料等 ： 入学検定料、入学料及び授業料は徴収しない。 

 
５．選考及び入学許可通知 

(1) 東京医科歯科大学は、応募書類と面接により候補者を選考し、文部科学省に推薦する。 
(2) 文部科学省は、東京医科歯科大学から推薦された候補者を審査のうえ、日本政府奨学金受給

外国人留学生としての採用を決定し、東京医科歯科大学に通知する。 
(3) 入学許可は、文部科学省の通知に基づき、7 月上旬頃に本人に通知する。東京医科歯科大学

での在籍身分は正規の大学院生とする。 
 

６．特別コースの特色 
(1) 英語を用いて教育研究を行う。 
(2) 志望者は母国において選考を受けることができる。 
(3) 修士及び博士課程において所定の単位を修得するとともに、学位論文を提出し、学位論文審

査に合格することにより、修士（理学又は工学）あるいは博士（理学又は工学）の学位を取

得できる。 
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７．応募手続 
 応募者は、下記の書類を 2024 年 1 月 15 日（月）、東京医科歯科大学国際交流課学生受入係に

提出する。 
1) 申請書（両面印刷）（別紙様式 5） 1 (原本及び Excel file) 
2) 専攻分野及び研究計画（両面印刷）（別紙様式 6） 1 (原本及び Word file) 
3) 推薦調書（別紙様式１）（指導教員作成） 1 (原本及び Excel file) 
4) 総合成績評価報告書（別紙様式３）（指導教員作成） 1 (原本及び Word file) 
5) 出身大学の卒業証明書または卒業見込み証明書若しくは学位記 1 (原本) 
6) 最終出身大学又は大学院の成績証明書 

（優秀であることを証明する学業成績：例えば、GPA、ABC のクラス分け、

具体的な順位（○人中第○位）等、最終出身大学又は大学院における成績が

明確に判る指標）   

1 (原本) 

7) 学位論文又はそれに代わる研究業績の概要（英語）（ただし、学位論文の不要

な学部の出身者は、それを申し出るとともに学位論文に代わるものがあれば

提出。） 

1 (コピー) 

8) 本国の戸籍謄本または市民権等の証明書 1 (原本) 
9) パスポート（写） 1 (原本) 
10) 推薦状（学生の場合は所属大学等の学部長レベル以上の者、有職者の場合は

官公庁・事業所等の長の者から東京医科歯科大学長あての推薦状とする。そ

の他、本人を良く知っている指導教員等の個人的推薦書を付け加えることが

望ましい。） 
（成績評価係数の算出ができない場合、算出できない理由とともに、２．３

０以上に相当すると判断した根拠を「○○研究科において成績順位が○人中

○位のため上位３０％以内である」と東京医科歯科大学長あての推薦状に記

載すること。これ以外の根拠は認めない。なお、計算の結果、成績評価係数

が２．３０未満の者を推薦することは、上記推薦状提出をもってしても認

めない） 

1 (原本) 

11) 写真（最近 6 か月以内に撮影したもので、4.5 ㎝×3.5 ㎝、上半身、正面、脱

帽、裏面に国籍及び氏名を記入し申請書所定の場所に貼付のこと。電子デー

タ可） 

1 (原本) 

12) 
13) 

英語を母国語としない場合は TOEFL スコアなど英語能力を証明する書類 
健康診断書：直近６ヶ月以内 

1 (原本) 
1 (原本) 

 
８．書類申請にあたっての留意事項 

(1) 日本政府奨学金受給外国人留学生として本学から文部科学省への推薦にあたり、指導教員

の推薦調書等が必要になるので、事前に指導教員とよく連絡をとり、研究の打合せ等をして

おくこと。 
(2) 提出書類は、日本語又は英語のいずれかにより、可能な限り文書作成ソフト等を用いて全て

A４判両面印刷に統一して作成すること。（その他の言語により作成する場合は、日本語に

よる訳文を必ず添付すること。（証明書類についてもその他の言語の場合には、日本語によ

る訳文を添付すること。）） 
(3) 提出書類がすべて完全にかつ正確に記載されていない場合、付属書類が完全に揃っていな

い場合、は受理しない。 
(4) 提出期日が過ぎたものについては受理しない。 
(5) 提出書類は、一切返却しない。 

 
９．募集方法 
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 これまで東京医科歯科大学と共同研究、研究者の受入れ等の実績のある協定校、ならびに他の

教育機関・研究機関・行政機関等から広く優秀な人材を募集する。 
 

１０．注意事項 
(1) 留学生は、次の場合、奨学金の支給を取り止められることがある。 
 a. 提出書類の記載に虚偽が判明したとき。 

 b. 文部科学大臣への誓約事項に違反したとき。 

 c. 大学において、懲戒処分を受け、もしくは成業の見込みがないと判断されたとき。 
  d. １年毎の各時点における学業成績係数２.３０を下回ったとき。 

(2) 留学生は渡日に先立ち、日本の風土、習慣、気候、大学状況について、あらかじめ研究して

おくことが望ましい。また、教育研究は、英語を用いて先行的に進めるが日常生活ではすぐ

に日本語が必要になるので、日本語についてある程度の用意をしておくことが望まれる。 

(3) 渡日後、すぐには奨学金を受給できないので、当座の生活資金として、差し当たり必要とな

る費用を 2,000 米ドル程度用意することが望まれる。 
 

１１．提出先及び問い合わせ先 
     〒113-8510 東京都文京区湯島 1-5-45 
           東京医科歯科大学国際交流課学生受入係（1 号館西 4 階） 
           （電話：03-5803-4077, 4076 FAX：03-5803-0366） 
           E-mail：fssu@ml.tmd.ac.jp  
 

 

tel:03-5803-4076,4077
mailto:fssu@ml.tmd.ac.jp

